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「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」について（議案第１２６号）

人事課

１ 改正理由
人口減少問題をはじめとする県政課題に立ち向かう知事の決意及び姿勢を明らかにするため、知事の給料

月額及び期末手当について、一定の割合に相当する額を減ずる特例措置を講ずる必要がある。

２ 改正内容
特例措置の適用期間及び減額率を次のとおりとする。

【給料月額】

令 和 7年 5月 15日 か ら 令 和 11年 4月 30日 ま で条 例 本 則 に よ る
減 額 後 の 減 額 率給 料 月 額
給 料 月 額 減 少 額

△ 20％1,21 0,00 0円 968, 000円
△ 242,00 0円

【期末手当】

令 和 7年 6月 期 か ら 令 和 10年 12月 期 ま で条 例 本 則 に よ る
減 額 後 の 減 額 率

支 給 年 額
支 給 年 額 減 少 額

△ 20％5,96 5,30 0円 4,772 ,240円
△ 1,193, 060円

３ 施行期日
この条例は、令和７年５月１５日から施行することとする。
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